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答申第１６８号（諮問第２２５号事案） 

 

答     申 

 

第１ 審査会の結論 

宮城県知事は，本件審査請求の対象となった部分開示決定において非開示とし

た情報のうち，別紙１に掲げる部分については，開示すべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 審査請求人は，平成３０年３月２日，情報公開条例（平成１１年宮城県条例第

１０号。以下「条例」という。）第５条第１項の規定により，宮城県知事（以下

「実施機関」という。）に対し，「１．件名 ○○○○合同庁舎維持管理業務 ２．

依頼文書 業務実績証明書 ３．法人名①○○○○，②○○○○」について，開

示の請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関は，本件開示請求に対応する行政文書（以下「本件行政文書」という。）

として，業務実績証明書を特定した。 

  その上で，実施機関は，一部について開示をしない理由を次のとおり付して部

分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い，平成３０年３月１３日付けで

審査請求人に通知した。 

 

 条例第８条第１項第３号該当 

   本件行政文書である業務実績証明書には，法人の内部管理に属する事項，取

引先の情報及び契約内容等，法人の事業活動に関する情報が含まれており，公

開することにより，法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益が損なわれ

ると認められるため。 

 

３ 審査請求人は，平成３０年６月１１日，行政不服審査法（平成２６年法律第６

８号）第２条の規定により，本件処分を不服として，実施機関に対し審査請求を

行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

審査請求の趣旨は，本件処分を取り消し，非開示とされた部分の開示を求める

ものである。 
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２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書において述べ

ている内容によると，おおむね次のとおりである。 

  （１）実施機関が一部について行政文書の開示をしない理由は，条例第８条第１

項第３号該当であるが，条例第８条第１項第３号の解釈は，法人に関する情

報であって，公にすることにより，当該法人の「権利，競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報としているところ，こ

れに該当する情報については，営業上の秘密，ノウハウなど同業者との競争

上，当該法人において，特に秘匿を必要とする情報や，当該法人の社会的地

位が低下するなどの不利益を生じさせる情報が含まれるというべきである。 

 

（２）また，「正当な利益を害するおそれがある」とは，条例が地方自治の本旨に

基づく住民自治を全うするために行政文書について開示を原則としているこ

と（条例８条）からすれば，当該情報を公にすることにより，単に行政機関

の主観においてその利益が害されるおそれがあると判断されるだけでなく，

法人等の正当な利益が害される相当の蓋然性が客観的に認められることが必

要であるというべきである。 

   そして，その判断に当たっては，当該情報の一般的な性質に照らし，当該

法人等のそのような利益を害する蓋然性があるか否かを客観的に判断するこ

とが相当であると解される。 

 

（３）しかしながら，対象行政文書である業務実績証明書は，○○○○が，○○

○○合同庁舎維持管理業務の入札に参加する資格の１つである「平成２６年

度以降において，延べ床面積５千平方メートル以上の建物に係る本件業務と

同種の業務を受託し，１２か月以上継続して履行した実績を有すること」を

充足することを証明することを目的として，○○○○に対し，当該業務を委

託した者が，そのことを証明するために発行したものであり，そこには証明

者の住所・氏名，委託業務の名称，委託業務の場所，委託期間，委託業務の

概要（種別，構造，階数，延べ床面積，業務内容（警備業務・維持管理業務・

清掃・その他）が記載されているに過ぎない。 

 

（４）それらの事項はいずれも事業の外形ないし概要に過ぎないものばかりであ

り，事業活動上のノウハウに関する情報にも，事業活動を行う上での内部管

理に関する情報にも，該当せず，公開することにより，当該業務実績証明書

を発行した法人の名誉，社会的評価，社会活動の自由等が損なわれるとは到

底考えられない。 
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 （５）この点，実施機関は，「当該法人が営業活動等により取得した情報であり，

これらの情報は一般には公開されておらず，公開されることにより，他の同業

者が容易に顧客情報を入手することが可能となり，この同業者が通常知り得な

い顧客情報をもとに営業活動を行なうなどの行為があった場合には，顧客が奪

われるなど，当該法人の正当な利益が損なわれると認められる」と弁明する。 

 

（６）たしかに，本件各情報が公開されると，○○○○が，誰から，どの場所（建

物）における警備業務・維持管理業務・清掃・その他について委託を受けて

いるのかが容易に判明することは否定できない。 

   しかしながら，○○○○が，誰から，どの場所（建物）における，警備業務・

維持管理業務・清掃・その他について委託を受けているのかに関する情報は，

特に秘匿されているわけではなく，むしろ警備担当会社名，維持管理担当会社

名，清掃担当会社名は，掲示するなどして積極的に公開されており，同業者は，

それらを容易に調査することが可能である。本件各情報が公開されたからとい

って，○○○○が同業者から顧客を奪われる危険が格段に高くなるようなこと

もない。 

 

（７）したがって，本件各情報を公開することにより，当該法人の権利，競争上

の地位その他正当な利益が損なわれることはなく，条例第８条第１項第３号

該当性は認められないというべきであり，非開示とされた部分は，開示され

るべきである。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が弁明書において述べている内容は，おおむね次のとおりである。 

 

条例第８条第１項第３号の該当性について 

本件行政文書に記載されている法人の取引先や契約内容に関する情報は，当

該法人が営業活動等により取得した情報であり，これらの情報は一般には公開

されておらず，公開されることにより，他の同業者が容易に顧客情報を入手す

ることが可能となり，この同業者が通常知り得ない顧客情報をもとに営業活動

を行うなどの行為があった場合には，顧客が奪われるなど，当該法人の正当な

利益が損なわれると認められるため，条例第８条第１項第３号に該当し，非開

示とした。 

 

第５ 審査会の判断理由 
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１ 条例の基本的な考え方について 

条例は，「地方自治の本旨にのっとり，県民の知る権利を尊重し，行政文書の開

示を請求する権利」を明らかにすることにより，「県政運営の透明性の一層の向上

を図り，もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにすると

ともに，県民による県政の監視と参加の充実を推進し，及び県政に対する県民の

理解と信頼を確保し，公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的」として

制定されたものであり，原則公開の理念の下に解釈され，及び運用されなければ

ならない。 

当審査会は，この原則公開の理念に立って，条例を解釈し，以下のとおり判断

するものである。 

 

 ２ 本件行政文書について 

審議の対象となる本件行政文書については，第２の２のとおりである。当審査

会では，実施機関から本件行政文書の提供を受け，これをインカメラ審理によっ

て実際に見分し，その非開示情報該当性を検討する。 

 

 ３ 本件処分の妥当性について 

（１）条例第８条第１項第３号の規定について 

 条例第８条第１項第３号は，「法人その他の団体(国，独立行政法人等，地

方公共団体，地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)

に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって，公開す

ることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な

利益が損なわれると認められるもの」を非開示事由として規定している。 

 

  （２）条例第８条第１項第３号の該当性について 

本件行政文書は，県施設の維持管理業務に係る一般競争入札に参加する者

が，当該入札に参加する資格の１つである「平成２６年度以降において，延

べ床面積５千平方メートル以上の建物に係る本件業務と同種の業務を受託し，

１２か月以上継続して履行した実績を有すること」を証明するために，その

実績となる業務の委託者から，受託実績の証明を受けた書類である。 

実施機関が条例第８条第１項第３号に該当するものとして非開示とした情

報は，本件行政文書に記載された「発注者の名称，入札参加者（受注者）の

代表者印影，証明者の住所・名称・代表者氏名・代表者印影，委託業務の名

称，委託業務の場所，委託期間，委託業務の概要（種別，構造，階数，延べ

床面積，業務対象面積，業務内容）」であるが，以下において本件処分の妥当

性を検討する。 



 5 

 

イ 本件行政文書に記載された情報のうち，発注者の名称，証明者の住所・

名称・代表者氏名・代表者印影，委託業務の名称，委託業務の場所及び委

託業務の概要中の延べ床面積及び業務対象面積については，これらの情報

が公開されると，入札参加者（受注者）の取引情報が明らかになり，同業

者の営業活動によって顧客が奪われたり，個別の取引情報から内部事情が

推測されるなど，当該法人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれる

と認められる。 

  なお，審査請求人は，警備担当会社名等は掲示するなどして公開されて

いるから同業者が容易に調査することが可能であると主張するが，仮にそ

のような情報が一部公開されることがあるとしても，必ずしも容易に調査

することが可能であるとは言えない。 

また，入札参加者（受注者）及び証明者の代表者印影については，代表

権の有無がそれにより確認されるという重要な機能を有するものであり，

一般的に取引の相手方のみに開示されることが想定されており，通常第三

者へ開示されることは想定されていないものである。このような性質のも

のが公開された場合，偽造等によって当該法人等の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益が損なわれると認められる。 

これらのことから，条例第８条第１項第３号に該当するとして非開示と

した実施機関の判断は妥当である。 

 

  ロ 一方，委託期間及び委託業務の概要中の種別，構造，階数及び業務内容

については，これらを公開しても，入札参加者（受注者）及び発注者の取

引情報が明らかになるとまでは言えず，当該法人の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益が損なわれるとは認められないことから，条例第８条第１

項第３号には該当せず，開示すべきである。 

 

４ 結論 

以上のとおり，本件処分のうち，実施機関が非開示と判断した情報について，

当審査会は，別紙１に掲げる部分は，開示すべきであると判断した。 

 

第６ 審査の経過 

当審査会の処理経過は，別紙２のとおりである。 
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別紙１ 

 

本件行政文書 開示すべき部分 

業務実績証明書 

委託期間 

委託業務の概要のうち，種別，構造，階数及び

業務内容 
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別紙２ 

審 査 会 の 処 理 経 過 

 

年  月  日 処 理 内 容 

平成３０． ７． ５ 〇 諮問を受けた。（諮問第２２５号） 

平成３０． ８．１０ 〇 審査請求人から意見書を受理した。 

令和 元． ６．２６ 
（第３９２回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和 元． ７．２６ 
（第３９３回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和 元． ８．２７ 
（第３９４回審査会） 

〇 事案の審議を行った。 

令和 元． ９．２７ 
（第３９５回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 

令和 元．１０．２８ 
（第３９６回審査会） 

○ 事案の審議を行った。 
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